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新型コロナウイルス感染症の令和５年 10 月以降の医療提供体制の 

移行等について（通知） 

 

 県行政については、日頃から御協力をいただき、厚くお礼を申し上げます。 

さて、新型コロナウイルス感染症については、令和５年５月８日から感染症法上の位置づけが

５類感染症に変更され、医療提供体制は、入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限られ

た医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による通常の対応に移行していくこととされ

ました。本県においては、令和５年９月末までを対象期間とする「移行計画」を策定し、その移

行を進めてきました。 

今般、令和５年９月 15 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部事務連絡「新型コ

ロナウイルス感染症の令和５年 10 月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容につい

て」により、冬の感染拡大に対応しつつ、通常医療との両立を更に強化することで通常の医療提

供体制への段階的な移行を進めるため、本年 10 月から来年３月までを引き続き「移行期間」とす

るとともに、本年 10 月以降の取扱いが示されています。 

ついては、別紙「新型コロナウイルス感染症の令和５年 10 月以降の主な施策の変更点と取組・

依頼一覧」により適切に対応をしてくださるようお願いします。 

なお、高齢者施設においては、感染発生時の円滑な医療提供に向け、引き続き医療機関との連

携強化（相談先としての連携医の確保・往診等の依頼・入院先に関する事前の打ち合わせ等）に

努めてください。 
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